
令和３年度 第１回天竜区協議会 

次第 

日時：令和３年４月 28 日（水） 

午後２時 00 分から 

会場：天竜区役所 21･22 会議室 

１ 開 会 

２ 会長あいさつ 

３ 議 事 

（１）報告事項 

    ア 令和２年 11 月以降の行政区再編の協議の経緯について 

    イ 令和３年度浜松市天竜区区政運営方針について 

 （２）その他 

     地域課題 

４ その他 

次回開催予定 

     日時 令和３年５月 27 日（木）午後２時 

     会場 天竜区役所 21･22 会議室 

５ 閉 会





天竜区協議会　委員名簿　（令和2年4月1日～令和5年3月31日）

性別 選出母体等 地域 備考

1 天野
あまの

則子
のりこ

女 天竜商工会 春野 1期

2 生田
いくた

要司
ようじ

男 天竜区自治会連合会 龍山 2期

3 池野谷
いけのや

勉
つとむ

男 浜松市体育協会天竜支部 天竜 2期

4 市川
いちかわ

由記江
ゆきえ

女 天竜区自治会連合会 春野 2期

5 伊藤
いとう

美奈子
みなこ

女 天竜区地区社会福祉協議会連絡会 天竜 1期

6 内野
うちの

永士
えいじ

男 天竜区自治会連合会 天竜 1期

7 内山
うちやま

豊
ゆたか

男 天竜区自治会連合会 佐久間 2期

8 太田
おおた

佳
よし

子
こ

女 天竜区自治会連合会 天竜 2期

9 片桐
かたぎり

滋人
しげひと

男 天竜区自治会連合会 龍山 1期

10 小橋
こばし

志穂
しほ

女 公募 春野 1期

11 進藤
しんどう

博行
ひろゆき

男 天竜区自治会連合会 春野 1期

12 鈴木
すずき

勝夫
かつお

男 天竜区自治会連合会 水窪 1期

13 鈴木
すずき

芳治
よしはる

男 遠州中央農業協同組合 天竜 2期

14 髙氏
たかうじ

秀佳
ひでよし

男 天竜区自治会連合会 佐久間 1期

15 高木
たかぎ

歩美
あゆみ

女 天竜区自治会連合会 水窪 1期

16 田
つちだ

哲也
てつや

男 直接指名 天竜 1期

17 永井
ながい

久己
ひさみ

男 浜松地域森林組合協議会 水窪 2期

18 松本
まつもと

常
つね

志
し

男 天竜区自治会連合会 春野 1期

19 三須
みす

富美
ふみ

女 天竜区観光協会 春野 1期

20 宮澤
みやざわ

すま 女 天竜区自治会連合会 龍山 1期

21 村井
むらい

教子
のりこ

女 天竜文化協会 天竜 1期

22 村瀬
むらせ

純子
じゅんこ

女 天竜区自治会連合会 佐久間 1期

23 守屋
もりや

盛明
もりあき

男 天竜区自治会連合会 水窪 2期

24 吉林
よしばやし

久
ひさし

男 天竜区自治会連合会 天竜 2期

25 渡辺
わたなべ

悦子
えつこ

女 天竜区更生保護女性会 春野 1期

氏　名

※敬称略、アイウエオ順
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役 職

1 区長 岡安
おかやす

章宏
あきひろ

2 副区長 新井
あらい

博文
ひろふみ

3 区調整官 東畑
ひがしはた

昌利
まさとし

4 区振興課長 芦澤
あしざわ

信之
のぶゆき

5 区振興課長補佐 榊原
さかきばら

克人
かつと

6 まちづくり推進課長 内山
うちやま

浩治
こうじ

7 区民生活課長 小木
おぎ

ほづみ

8 社会福祉課長 山本
やまもと

佳弘
よしひろ

9 長寿保険課長 谷野
やの

聡
さとし

10 健康づくり課長 森田
もりた

修
おさむ

11 春野協働センター所長 中村
なかむら

功
いさお

12 佐久間協働センター所長 仲市
なかいち

和彦
かずひこ

13 水窪協働センター所長 藤澤
ふじさわ

典広
のりひろ

14 龍山協働センター所長 高村
たかむら

保計
やすかず

15 天竜森林事務所長 小林
こばやし

和重
かずしげ

16 天竜土木整備事務所長 鈴木
すずき

浩治
こうじ

17 天竜消防署長 井上
いのうえ

隆
たかし

18 天竜環境事業所長 中村
なかむら

幸与志
ゆきよし

19 天竜上下水道課長 馬渕
まぶち

勝巳
かつみ

20 区振興課地域振興グループ長 大石
おおいし

訓康
くにやす

21 　　　  地域振興グループ 橋村
はしむら

晃典
あきのり

令和３年度　天竜区協議会　出席職員一覧

名 前
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 第９号様式 

     区 協 議 会 

区  分 □諮問事項   □協議事項   ■報告事項 

件  名  令和２年 11 月以降の行政区再編の協議の経緯について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等）

背景：浜松市議会行財政改革・大都市制度調査特別委員会で

は、行政区の再編について協議してきた。令和２年９

月には市議会において、区の再編は必要との結論に至

った。 

経緯：昨年 10 月、11 月には各区協議会、各区自治会連合会

において、住民投票以降の協議の主な経緯について説

明した。 

３月 19 日開催の委員会において、区割り案のたたき

台として６案を決定した。 

対象の区協議会 全区協議会 

内  容 

 令和２年 11 月以降の協議の経過と区割り案のたたき台等

を報告するもの。 

・前回の説明以降の協議の経緯 

・６案の選択に当たってのポイント 

・協議事項と優先順位 

・協議の前提条件 

・区割りのたたき台案 

・区割り案のたたき台 

備 考 
（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

※説明者  

浜松市議会行財政改革・大都市制度調査特別委員会委員長・

副委員長又は浜松市議会議長 

担当課 調査法制課 担当者 青葉 電話 457-2477 

必要に応じて、記入枠の拡大や資料等の添付をしてください。
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令和２年 11 月以降の行政区再編の協議の経緯について 

行政区再編については、令和２年９月、市議会において区再編は必要との結

論に至ったことから、令和２年 10 月、11 月にかけて、各区協議会、各区自治会

連合会に住民投票以降の協議の主な経緯を説明させていただいたところです。 

今回は、区割り案のたたき台として６案を決定したことから、前回の説明以

降の経緯と併せ、説明するものです。 

＜前回の説明以降の協議の経緯＞ 

◆令和２年 11 月 18 日 

協議の進め方について協議し、協議の前提条件及び協議事項を決定 

◆令和２年 12 月 22 日 

協議の優先順位について協議し、優先順位を決定 

（資料１） 

◆令和３年１月 27 日 

スケジュールについて協議し、条例の議決は令和５年２月定例会とすること

を決定 

・区割り案内定後、市民への意見聴取を経て区割り案決定 

・行政区画等審議会への諮問・答申 

・区協議会への諮問・答申 

・条例議決 

年度内に区割り案、区の数について一定の結論を出していくことを決定 

◆令和３年２月 26 日 

各会派から区割り案のたたき台として２区案から５区案までの 13 案が示さ

れ、天竜区の考え方、地域事情の考慮、前提条件の優先順位について協議し、

次回の委員会でたたき台を選択することを決定 

（資料２） 

◆令和３年３月 19 日 

各会派から 13 案の中からそれぞれ選択した案が示され、協議の結果、２区

案で２案、３区案で２案、４区案で２案の計６案を区割り案のたたき台とし

て選択し、今後の協議を進めていくことを決定 

（資料３） 
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◆令和３年３月 30 日 

各区自治会連合会、各区協議会へ 11 月以降の協議の経緯、たたき台６案の

選択理由の説明を実施することを決定

今後の協議の進め方について協議し、次回は５月下旬に委員会を開催し、条

例制定までのスケジュール等について協議することを決定 

◎６案の選択に当たってのポイント 

・２区案については、①天竜区を単独とし、独自の政策展開を担保する案と、

②天竜区、浜北区、北区（一部地域を除く）を一つの区として、地域課題を

共有するとともに 18 万人以上の人口を確保する案とした。 

・３区案については、①天竜区を単独とし、独自の政策展開を担保しつつ、そ

の他の区については農林水産業、観光等の特性を持つ環浜名湖地域とそれ以

外の市街地・郊外地から成る地域に分ける案と、②天竜区を副都心の浜北区

と合わせ、浜北区との一体感を持たせる案とした。 

・４区案については、①天竜区を単独とし、独自の政策展開を担保しつつ、そ

の他の区については農林水産業、観光等の特性を持つ環浜名湖地域と中区を

中心とした地域、浜北区を中心とした地域に分ける案と、②市域の人口バラ

ンスを配慮して分ける案とした。 

・天竜区については、地域特性を勘案し、２区案から４区案まで、それぞれ単

独案と複合案を選択した。 

※この６案は、再編後における最適な区の在り方を考える上での議論のたたき

台として選択したものであり、今後はこの２区から４区までの案を基に、住

民サービスや住民自治の在り方を検討し、区割り案の一本化に向けて協議し

ていきます。 

特別委員会での協議内容の詳細は、市議会ホームページを御覧ください。 

https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/gikai/gyouseikusaihen.html 
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資料１

１ スケジュールに関すること

・スケジュール（区割り案決定時期、組織の再編時期、条例の制定時期など）

２ 区割り案、区の数に関すること

・区の数

・具体的な区割り案

３ 市民サービスに関すること

・市民サービスの提供体制（土木、防災、福祉、教育）

・適正な行政拠点配置（区役所、行政センター、協働センター）

・レベルを維持・向上させるため、住民サービスの新たな手法（デジタル化と組織の整合性）

・住民サービスの新たな手法に対するデメリット対応

・市民サービスの維持・向上（公共交通、土木・福祉・健康・医療関係相談体制など）

住民自治に関すること

・住民自治の姿（区協議会、地域協議会のあり方、協働センターのあり方、区役所の跡活用、
区協議会、新しい住民自治の組織の考え方など）

４ 区長権限に関すること

・区長の権限

５ 議員定数に関すること

・区再編に伴う議員定数

協議事項と優先順位
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協議の前提条件 

１ 区の線引きに関すること 

・合区及び区の線引きにはこだわらない

・人口規模と面積を考慮する

２ 区の数に関すること 

・現行区より少ない区数とする

３ 学校区・自治会に関すること 

・原則として、学校区、地区自治会連合会は分割しない

４ 市民サービスに関すること 

・市民サービスは低下させない

５ 地域特性に関すること 

・地域の事情（特性）を考慮する

６ 行財政運営に関すること 

・人口減少、出生率の低下を考慮した行政経営、財政運営を協議する
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№ 天竜区

№１

　２区

№２

　２区

№３

№４

　３区

№５

　３区

№６

　３区

№７

　３区

・天竜区と東区（一部地区を除く）を副都心に位置付けられた浜北区と構成する区とするこ
とにより、天竜区の活性化が期待できるとともに、天竜川沿いという共通の災害対策が図ら
れる。
・環浜名湖地域として北区の一部地区と西区により構成する地域を一つの区として観光・産
業等の振興を図る。
・中区・東区の一部地区と北区の一部地区により構成する地域を一つの区とする。

・天竜区については、広大な森林面積をかかえる地域特性、林業振興や災害対応に的確に対
応するため、特異性が発揮できる単独区とする。
・環浜名湖地域として農林水産業・観光等の振興を図るため、北区の一部地区と西区により
構成する地域を一つの区とする。
・都心機能と副都心機能を相乗効果的に発揮させることができる市街地(市街化区域)と郊外
地(市街化調整区域)から構成する地域を一つの区とする。

※旧浜松市との協働センターの在り方の違いを考慮する必要がある。
※№７と考え方は等しいが、天竜区と浜北区の合区か否かの差である。

・天竜区については、副都心に位置付けられた浜北区と合わせる区とする。
・天竜区以外は、「環浜名湖地域として北区の一部地区と西区で観光振興や農林水産業振興
を目指す区」、「都心エリアを中心に北区の一部地区を民意を尊重し加えた地域を一つの
区」とする。

※№６と考え方は等しいが、天竜区と浜北区の合区か否かの差である。

・天竜区については、広大な森林面積をかかえる地域特性、林業振興や災害対応に的確に対
応するため、特異性が発揮できる単独区とする。単独区とすることで、地域代表の数を確保
し、人口や面積のアンバランスに対応し、住民自治を担保する。
・天竜区以外の区は、人口バランスや面積を考慮し、これまでの地域づくり、学区や連合自
治会の運営に支障がない線引きとする。

※中区を分断する案を提示することで、市民の関心を高めることも期待する。

（デメリット）これまでの国政・県市の選挙区は大きく変わることとなる。

複合

複合

単独

複合

複合

単独

単独

区 割 り の た た き 台 案 評 価 一 覧

評価・コメント等

・第８選挙区の都心の中区を中心とした地域を都市型の区とする。学区分轄解消のために北
区の一部地区、さらに地域性を考慮して南区の一部地区を編入する。
・第７選挙区の副都心に位置付けられた浜北区を中心とした地域を都市部・郊外部・中山間
地域等、多様な地形に富んだ区とする。

（メリット）衆議院選挙区分は市民に馴染みがあり、学区も解消される。
（デメリット）広大な面積と北は水窪から南は舞阪まで南北85㎞あり、地域課題集約や区協
議会等の開催運営に工夫が必要である。

・天竜区については、広大な森林面積をかかえる地域特性、林業振興や災害対応に的確に対
応するため、特異性が発揮できる単独区とし、人口や面積のアンバランスに対応した政策を
重点的に行うとともに、住民自治を担保する。
・天竜区以外の市域は一つとし、校区や連合自治会の分断はなく、地域コミュニティを核と
したまちづくりを進める。

※天竜区民の意識、天竜区以外が一つとなることの心理的な理解の浸透に相当の配慮が必要
となることが予想される。

・再編の効果を最大に発揮する最小区の２区とする。

（メリット）浜北副都心を中心として、新東名・国道362号・天浜線・西鹿島線での移動や
沿線活用が共有できる。

また、中山間地を含む北部地域は、農林業・交通・工業地帯などの地域課題を共有するこ
とができる。

※旧浜松市との協働センターの在り方の違いを考慮する必要がある。

２区

№ 天竜区

№８

　３区

№９

　４区

№10

　４区

№11

　４区

№12

　５区

№13

　５区

単独

単独

単独

複合

単独

単独

・天竜区は単独区とする。
・北区（一部地区を除く）と浜北区を一つの区とする。
・都心エリアを中心とする地域を一つの区とする。

◇中核市程度の人口規模とバランスを確保しつつ、区政運営については権限を強化するとと
もに、将来の姿を見据え、人口減少下においても人口バランスを保つことが必要であり、そ
こに配慮をして分割する。現状よりも区数が少なくなることで統一感が保ちやすい。

（メリット）区域内の拡大により開かれた人口交流やその地域を身近に感じる機会の拡大な
どにも期待ができ、区域内での事業施策（土木など）の優先度、繋がりなどがある。

・地域特性や地形・面積を考慮して天竜区を単独区とする。
・都心の中区を中心とした地域を都市型の区とする。
・副都心の浜北区を中心とした地域を都市型の区とする。
・浜名湖を中心とした観光・歴史資源の繋がりや農林水産資源を有する環浜名湖地域を一つ
の区とする。

（メリット）各区の地域特性を生かしたまちづくりが可能で、人口・面積ともバランスが取
れる。

◇住民投票結果を尊重した区割を基本とし、現状を希望する４区の人口と現状を見直す１区
との人口バランスを均衡させることにより発言力のバランスを図る。
◇都心や副都心等より遠い地域は現行の行政区とし、これに権限を与えることで不利益を最
小にする。

（メリット）現行区が多く残ることにより、区再編での市民への負担が軽減されるととも
に、合併後に醸成された区の特色も継承できる。
（デメリット）効率性に課題が残る。

◇地域特性や地形・面積を考慮して天竜区を単独区とし、その他は環浜名湖地域と人口バラ
ンス均衡を意識した区割とする。

・環浜名湖地域を一つの区とする。
・副都心に位置付けられた浜北区と東区の一部地区を合わせ副都心機能の拡大を図る区とす
る。
・南区と東区の一部地区を一つの区とし、なるべく中学校区の一部解消を図る。
・中区と北区の一部地区を一つの区とする。

（デメリット）効率性に課題が残る。

評価・コメント等

・天竜区は、広大な森林面積をかかえる地域特性、林業振興や災害対応に的確に対応するた
め、単独区とする。
◇天竜区以外は、予算等を踏まえ人口バランスのみならず区面積も考慮する。
・現行の北区から住民意識を尊重して一部地区を除いた地域を一つの区。
・副都心機能の拡大を図るため浜北区と東区、それに中区一部地区と南区の一部地区を加え
た区。
・それ以外の地域を一つとした区。

※地域インフラ整備や災害対応に配慮するため、区役所と土木整備事務所を併設させ、特に
南土木整備事務所の管轄範囲が大きいことから管轄範囲を適正な範囲とすることを基本とす
る。なお、天竜区以外の区の人口バランスの均衡に配慮している。
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資料３

№ 天竜区

№２

　２区

№３

№６

　３区

№７

　３区

№10

　４区

№11

　４区

複合

単独

複合

単独

区 割 り 案 の た た き 台

評価・コメント等

・天竜区については、広大な森林面積をかかえる地域特性、林業振興や災害対応に的確に対
応するため、特異性が発揮できる単独区とし、人口や面積のアンバランスに対応した政策を
重点的に行うとともに、住民自治を担保する。
・天竜区以外の市域は一つとし、校区や連合自治会の分断はなく、地域コミュニティを核と
したまちづくりを進める。

※天竜区民の意識、天竜区以外が一つとなることの心理的な理解の浸透に相当の配慮が必要
となることが予想される。

・再編の効果を最大に発揮する最小区の２区とする。

（メリット）浜北副都心を中心として、新東名・国道362号・天浜線・西鹿島線での移動や
沿線活用が共有できる。
また、中山間地を含む北部地域は、農林業・交通・工業地帯などの地域課題を共有するこ

とができる。

※旧浜松市との協働センターの在り方の違いを考慮する必要がある。

・天竜区については、広大な森林面積をかかえる地域特性、林業振興や災害対応に的確に対
応するため、特異性が発揮できる単独区とする。
・環浜名湖地域として農林水産業・観光等の振興を図るため、北区の一部地区と西区により
構成する地域を一つの区とする。
・都心機能と副都心機能を相乗効果的に発揮させることができる市街地(市街化区域)と郊外
地(市街化調整区域)から構成する地域を一つの区とする。

※旧浜松市との協働センターの在り方の違いを考慮する必要がある。
※№７と考え方は等しいが、天竜区と浜北区の合区か否かの差である。

・天竜区については、副都心に位置付けられた浜北区と合わせる区とする。
・天竜区以外は、「環浜名湖地域として北区の一部地区と西区で観光振興や農林水産業振興
を目指す区」、「都心エリアを中心に北区の一部地区を民意を尊重し加えた地域を一つの
区」とする。

※№６と考え方は等しいが、天竜区と浜北区の合区か否かの差である。

複合

◇中核市程度の人口規模とバランスを確保しつつ、区政運営については権限を強化するとと
もに、将来の姿を見据え、人口減少下においても人口バランスを保つことが必要であり、そ
こに配慮をして分割する。現状よりも区数が少なくなることで統一感が保ちやすい。

（メリット）区域内の拡大により開かれた人口交流やその地域を身近に感じる機会の拡大な
どにも期待ができ、区域内での事業施策（土木など）の優先度、繋がりなどがある。

単独

・地域特性や地形・面積を考慮して天竜区を単独区とする。
・都心の中区を中心とした地域を都市型の区とする。
・副都心の浜北区を中心とした地域を都市型の区とする。
・浜名湖を中心とした観光・歴史資源の繋がりや農林水産資源を有する環浜名湖地域を一つ
の区とする。

（メリット）各区の地域特性を生かしたまちづくりが可能で、人口・面積ともバランスが取
れる。

２区
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 第９号様式 

     区 協 議 会 

区  分 □諮問事項   □協議事項   ■報告事項 

件  名 令和３年度浜松市天竜区区政運営方針について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等）

浜松市区における総合行政の推進に関する規則第４条に

おいて、「区長は、区政運営に当たっての基本的な方針、区

の取組課題等を区政運営方針として毎年度区民に公表しな

ければならない。」としている。 

対象の区協議会 天竜区協議会 

内  容 

 豊かな自然と地域の特性を区の個性として最大限活かし、

「ひとつの浜松で築く中山間地域の未来」を基本理念とした

「浜松市中山間地域振興計画」の着実な推進を図るととも

に、ウィズコロナの時代におけるデュアルモードへの取り組

みやデジタル化など、新たな需要へ的確に対応していくた

め、令和３年度は、次のような方針で区政運営に取り組む。

【区政運営の６つの基本方針】 

１ 安全・安心に暮らせるまちづくりを進めます。 

２ 区民の目線で地域福祉などの行政サービスを提供しま

す。 

３ 市民協働で区の魅力・情報を発信します。 

４ 自然との共生・保全と環境への貢献、森林資源の活用を

図ります。 

５ 地域の資源を活かし、心の豊かさにつなげる文化振興に

取り組みます。 

６ ふるさとに愛着を持ち、今後もいきいきと活躍できる地

域を目指します。 

備 考 
（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

５月上旬、市ホームページへ掲載 

担当課 天竜区区振興課 担当者 鈴木 宏行 電話 922-0011 
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